
 

 令和４年に入ってから、燕市及び弥彦村において建物火災が３件発生し、

いずれの火災においても死傷者が発生する事態となっています。 

 火の取り扱いには十分注意するとともに、外出前やお休み前には必ず

火の元を確認して火災の発生を防ぎましょう。 

 なお、火災を早急に発見し、逃げ遅れを防止するには住宅用火災警報器

の設置が大変に有効です。まだ未設置のお宅は早急に設置をしていただ

くようお願いするとともに、すでに設置済みのお宅においても、有効に機

能しているかを確認するため定期的に作動試験を行うようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ 燕・弥彦総合事務組合消防本部 予防課 0256-92-1122 

死傷者を伴う火災が頻発しています！！ 


